
 

 

 

１ 対象者  座間市に居住し住民登録をしている、健康な猫を飼養及び保護している者。 

 

２ 対象期間      猫避妊去勢手術日後 60日以内 

注意：手術日後６０日を過ぎてからのご請求は助成の対象になりませんので御注意ください。 

  対象頭数      一世帯あたり対象期間中に「４頭」 

 

３ 助成額   おす（去勢手術）      １頭 3,000 円 

       めす（避妊手術）      １頭 4,000 円 

          ※年度予算の範囲内。予算の上限に達した時点で受付終了となります。 

 

４ 申請方法と流れ 

 

       獣医師から、以下の５点が記載されている領収証を受け取ってください。 

                 ※領収書についての注意点は裏面をご覧ください。 

 

     市役所健康づくり課に備付けもしくはホームページからダウンロードした「申

請書兼請求書」に必要事項を記入し、押印の上「領収証」と一緒に健康づくり

課窓口へ提出してください。 

● 申請に必要なもの 

 １ 申請書兼請求書（押印を忘れずに） 

 ２ 領収証 

 ３ 委任状 手術費用の支払人である領収書の名義人に助成金を交付します。

申請者又は受取口座の名義人が領収書の名義人と異なる場合、委

任状が必要になります。 

 

 「申請書兼請求書」が提出されたら、市が審査し、適否を決定し通知します。 

       （通知が届くまでに１週間～２週間程度です。） 

● 郵送されるもの 

  交付(不交付)決定通知書 

  

 「決定通知書」が届いてから、約1ヵ月後に指定した金融機関に振込まれます。      

 

問い合わせ等は、〒252－8566 座間市緑ケ丘１－１－１ 

座間市健康づくり課 健康づくり係    TEL 046-252-8236（直通） 

  

猫避妊及び去勢手術費助成金交付申請方法 

申請（請求） 

決定通知 

交付金振込

み 

手  術 



※二匹以上の手術代をまとめた領収書をもらった場合は、 

内訳のわかるものも添付してください。 

 

★注意 

・申請者、口座名義人、領収書

の宛名は、同じ人になるように

してください。 

 

・助成金は、予算額に達した場

合、年度途中でも受付終了とな

ります。 

 

・申請書の提出期限は、手術の

完了日から起算して 60日以内

となります。 

 

・助成できる手術の件数は、世

帯ごとに各年度で行われたもの

で 4件が限度となります。 

 ★申請書について 

○申請日（窓口に持ってきた日）の

日付をご記入ください。 

 

 

○署名部分と捨印の２か所に押印

をしてください。 

 

 

○点線内は必須記載事項です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★領収証について 

下記の５点の記載をお願いします。 

 
１ 申請者の名前 
 
２ 手術日（領収書の発行日と

手術の日が同じ場合は、発
行の日付でＯＫ！） 

 
３ 手術費の額※ 
 
４ 「猫」の手術だとわかる記載 
 
５ 「避妊」または「去勢」の記
載（オス・メスが書いてあれ
ば、「不妊」の記載でもＯＫ！） 
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上記正に領収いたしました

内訳 ○○動物病院

税抜金額 座間市座間
消費税等 ザマ第一ビル１階

電話
担当：○○
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猫（メス）１匹の避妊と猫（オス）１匹の去勢手術代として 
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